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平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
よ
り
被
災
し
た

人
の
平
成
31
年
度
分
の
保
険
料（
税
）を
減

免
し
ま
す
。

対
象　
平
成
30
年
7
月
豪
雨
災
害
に
よ
り

被
災（
住
家
が
床
上
浸
水
・
半
壊
以
上
な

ど
の
り
災
証
明
を
受
け
て
い
る
）し
た
介

護
保
険
第
１
号
被
保
険
者
お
よ
び
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者

※
平
成
31
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
元
年
７

月
１
日
の
間
に
65
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

人
や
、
平
成
31
年
度
か
ら
新
た
に
国
民
健

康
保
険
に
加
入
す
る
人
な
ど
で
減
免
を
希

望
す
る
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。
た
だ

し
、
平
成
30
年
度
中
に
減
免
の
申
請
を
し

た
人
の
再
申
請
は
不
要
で
す
。

減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
料　
令
和
２
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限（
特
別
徴

収
の
場
合
は
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の

支
払
日
）が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う

ち
、
平
成
31
年
４
月
か
ら
令
和
元
年
６
月

ま
で
の
３
カ
月
間
に
相
当
す
る
保
険
料

※
詳
し
く
は
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
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介
護
保
険
料
・

　
　 

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
で
収
入
が
な
い
な
ど
の
理
由
で
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い

場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
利

用
で
き
ま
す
。

　
申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
、
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
、
納
付
で
き
る

期
間
が
10
年
間
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
３
年
度
目
以
降
の
納
付
に
は
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　
承
認
さ
れ
た
期
間
は
年
金
受
給
資
格
期

間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
保
険
料
を
納
付
し

な
け
れ
ば
老
齢
年
金
受
給
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
申
請
が
遅
れ
る

と
、
け
が
や
病
気
で
障
が
い
や
死
亡
な
ど

の
不
慮
の
事
故
が
発
生
し
て
も
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
請
求
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
学
生
納
付
特
例
は
毎
年
度
申
請

が
必
要
で
す
。
前
年
度
に
承
認
を
受
け
て

い
る
人
で
続
け
て
希
望
す
る
人
は
必
ず
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所
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平
成
30
年
７
月
豪
雨
に
よ
り
被
災
し
た

人
の
平
成
31
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
一
部
を
引
き
続
き
減
免
し
ま
す
。

対
象　
平
成
30
年
7
月
豪
雨
災
害
に
よ
り

被
災（
住
家
が
床
上
浸
水
・
半
壊
以
上
な

ど
の
り
災
証
明
を
受
け
て
い
る
）し
、
平

成
30
年
度
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

減
免
を
受
け
た
被
保
険
者
、
ま
た
は
平
成

31
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
元
年
６
月
30
日

ま
で
の
間
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被

保
険
者
と
な
る
人

減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
料　
平
成
31
年

度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
う
ち
、

平
成
31
年
４
月
か
ら
令
和
元
年
６
月
ま
で

の
３
カ
月
間
に
相
当
す
る
保
険
料

※
７
月
に
減
免
後
の
保
険
料
で
決
定
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。
詳
し
く
は
医
療
連
携

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
医
療
連
携
課
☎（
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平
成
31
年
度
後
期
高
齢
者

　
　
　
　 
医
療
保
険
料
の
減
免

　
「
避
難
勧
告
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
は
、
災
害
時
に
お
け
る
住
民
の
迅

速
・
円
滑
な
避
難
を
目
的
に
、
避
難
対
象

区
域
の
設
定
お
よ
び
避
難
勧
告
や
避
難
指

示
な
ど
の
発
令
判
断
の
基
準
や
伝
達
方
法

を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
た
び
、
情
報
を
直
感
的
に
理
解
で

き
る
よ
う
に
防
災
情
報
を
5
段
階
の
警
戒

レ
ベ
ル
と
と
も
に
提
供
し
、
取
る
べ
き
行

動
の
対
応
が
明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。

「
避
難
勧
告
等
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
改
定

　
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
ま
ず
最
初
に

す
べ
き
こ
と
は
、
自
分
の
身
を
自
分
で
守

る
こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
、
地
域
の
助
け

合
い
が
大
き
な
力
を
発
揮
し
ま
す
。
災
害

に
備
え
て
、
避
難
す
る
場
所
や
避
難
経
路

な
ど
を
地
域
の
皆
さ
ん
で
考
え
る
た
め
に

も
、
積
極
的
に
地
域
の
人
が
集
ま
り
話
し

合
う
機
会
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

　
自
主
防
災
組
織
の
立
ち
上
げ
に
つ
い
て

詳
し
く
は
防
災
復
興
推
進
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
防
災
復
興
推
進
課
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警戒レベル 行動を促す情報
（避難情報など） 住民が取るべき行動

警戒レベル
５

災害発生情報（市発令）
（既に災害が発生している状況） 命を守る最善の行動

警戒レベル
４

避難指示（緊急）
避難勧告（市発令） 全員避難

警戒レベル
３

避難準備・高齢者等
避難開始（市発令）

高齢者などは避難
他の住民は準備

警戒レベル
２

大雨・洪水注意報など
（気象庁発表） 避難行動の確認

警戒レベル
１

早期注意情報
（気象庁発表） 災害への心構えを持つ

地
域
で
の
防
災
活
動
に
つ
い
て

危
険
度

高

低

介
護
福
祉
士
養
成
奨
学
金

　
介
護
福
祉
士
と
し
て
市
内
で
の
就
労
を

目
指
す
人
へ
奨
学
金
の
貸
し
付
け
を
行
っ

て
い
ま
す
。

対
象
者　
次
の
①
～
②
を
全
て
満
た
す
人

①
社
会
福
祉
士
、
ま
た
は
介
護
福
祉
法
な

ど
に
規
定
す
る
学
校
に
修
学
し
て
い
る
人

②
卒
業
後
に
市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
な
ど
に
就
労
す
る
意
思
が
あ
る
人

貸
付
金
額　
月
額
４
万
４
０
０
０
円

貸
付
期
間　
学
校
所
定
の
修
学
期
間

返
還
方
法　
卒
業
後
１
年
を
経
過
し
た
月

の
翌
月
か
ら
貸
付
期
間
の
３
倍
の
期
間
で

返
還
。
た
だ
し
、
卒
業
後
に
市
内
の
事
業

所
に
就
職
し
た
場
合
に
は
そ
の
勤
務
期
間

内
の
返
還
が
猶
予
さ
れ
、
勤
務
期
間
が
貸

付
期
間
の
１・
５
倍
に
な
っ
た
と
き
に
返

還
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

申
し
込
み　
奨
学
金
貸
付
申
請
書
に
学
校

長
の
推
薦
書
、
在
学
証
明
書
、
住
民
票
を

添
え
て
、
６
月
28
日（
金
）ま
で
に
介
護
保

険
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は

介
護
保
険
課
に
備
え
て
い
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
他
の
奨
学
金
制
度
と
の
併
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
介
護
保
険
課
☎（
21
）０
２
９
９

〔広告〕広告の内容については広告主へお問い合わせください

令
和
２
年
成
人
祝
賀
式

日
時　
令
和
２
年
１
月
12
日（
日
）午
前
10

時
～（
受
け
付
け
は
午
前
9
時
か
ら
）

場
所　
高
梁
総
合
文
化
会
館

対
象　
平
成
11
年
４
月
２
日
～
平
成
12
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

申
し
込
み　

市
内
に
住
民
票
が
あ
る
人　
10
月
中
旬
に

案
内
状
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
同
封
す
る

出
欠
確
認
用
は
が
き
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
案
内

状
は
式
当
日
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

市
外
に
住
民
票
が
あ
る
人　

12
月
27
日

（
金
）ま
で
に
社
会
教
育
課
、
各
地
域
局
、

ま
た
は
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
申
込
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
提
出

先
に
備
え
て
い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
申
し

込
み
を
し
た
人
へ
10
月
中
旬
以
降
随
時
案

内
状
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
式
当
日
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

問
社
会
教
育
課
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平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
義
援
金
の
受
付

期
間
を
令
和
２
年
６
月
30
日（
火
）ま
で
延
長

し
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ら
の
温
か
い
ご
支
援
を

引
き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

受
付
窓
口　
福
祉
課
、
各
地
域
局
、
各
地

域
市
民
セ
ン
タ
ー

受
付
口
座　
ト
マ
ト
銀
行
・
高
梁
支
店
・

普
通
・
１
３
６
０
２
９
２
・
高た
か
は
し
し

梁
市
災さ

い
が
い害

義ぎ
え
ん
き
ん

援
金 

高た
か
は
し
し
ち
ょ
う

梁
市
長 

近こ
ん
ど
う
た
か
の
り

藤
隆
則

問
福
祉
課
☎（
21
）０
２
６
５

義
援
金
受
付
期
間
を
延
長
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